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内

閣

府
、
総

務

省
、

〇
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、
告
示
第

号

経
済
産
業
省

株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
株

式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
支
援
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
支
援
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

内

閣

府
、
総

務

省
、

株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
支
援
基
準
（
平
成
二
十
一
年
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、
告
示
第
一
号
）
の
一
部

経
済
産
業
省

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
加
え
る
。



- 2 -

改

正

後

改

正

前

Ⅷ
大

規
模

な
災

害
を

受
け

た
地

域
の

経
済

の
再

建
の

た
め

の
当

該
地

域
の

事

［加
え

る

］

．
。

業
者

に
対

す
る

迅
速

か
つ

適
切

な
支

援
の

実
施

に
必

要
な

事
項

自
然

災
害

が
頻

発
化

・
激

甚
化

す
る

中
大

規
模

な
災

害
を

受
け

た
地

域
、

の
経

済
の

再
建

を
図

る
こ

と
を

目
的

の
一

と
す

る
機

構
は

過
去

の
災

害
か

、

ら
得

ら
れ

た
知

見
及

び
経

験
を

最
大

限
に

活
用

し
次

な
る

大
規

模
災

害
へ

、

の
備

え
に

万
全

を
期

す
る

と
と

も
に

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
は

、

当
該

災
害

を
受

け
た

地
域

の
事

業
者

に
対

す
る

迅
速

か
つ

適
切

な
支

援
を

、実
施

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

こ
の

た
め

機
構

は
平

時
か

ら
地

域
の

。
、

、

金
融

機
関

地
方

公
共

団
体

等
と

の
連

携
・

協
力

体
制

の
構

築
そ

の
他

の
大

、

規
模

な
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

当
該

災
害

を
受

け
た

地
域

の
事

業

者
に

対
す

る
迅

速
か

つ
適

切
な

支
援

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
準

備
を

進

め
る

と
と

も
に

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

次
の

１
、

．

か
ら

３
ま

で
の

事
項

に
従

う
も

の
と

す
る

．
。

１
機

構
は

大
規

模
な

災
害

の
発

生
後

速
や

か
に

当
該

災
害

を
受

け
た

．
、

、

地
域

の
金

融
機

関
地

方
公

共
団

体
等

と
連

携
・

協
力

し
当

該
地

域
の

、
、

事
業

者
に

対
す

る
迅

速
か

つ
適

切
な

支
援

の
実

施
の

た
め

に
必

要
な

情
報

の
収

集
を

行
う

も
の

と
す

る
そ

の
際

必
要

に
応

じ
て

当
該

地
域

に
。

、
、

お
け

る
連

携
・

協
力

又
は

情
報

の
収

集
の

た
め

の
拠

点
を

整
備

す
る

も
の

と
す

る
。

２
機

構
が

大
規

模
な

災
害

を
受

け
た

地
域

の
事

業
者

に
対

す
る

支
援

の
実

．施
を

目
的

と
し

て
設

立
さ

れ
る

特
定

組
合

に
係

る
特

定
組

合
出

資
決

定
又

は
当

該
組

合
の

無
限

責
任

組
合

員
と

な
る

株
式

会
社

に
係

る
特

定
経

営
管

理
決

定
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

機
構

が
当

該
特

定
組

合
又

は
当

該
株

式
、

会
社

に
対

し
躊

躇
な

く
出

資
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
Ⅵ

３
又

は
Ⅶ

．
．

２
の

規
定

は
適

用
せ

ず
次

を
適

用
す

る
も

の
と

す
る

．
．

、
。

当
該

特
定

組
合

に
係

る
投

資
事

業
有

限
責

任
組

合
契

約
そ

の
他

当
該

特

定
組

合
が

大
規

模
な

災
害

を
受

け
た

地
域

の
事

業
者

に
対

す
る

支
援

の
実

施
に

当
た

っ
て

従
う

べ
き

基
準

が
事

業
の

再
生

に
相

当
の

期
間

を
要

す
、
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る
と

見
込

ま
れ

る
事

業
者

及
び

企
業

規
模

が
小

さ
い

事
業

者
を

含
む

多
様

な
事

業
者

に
再

生
の

機
会

を
与

え
る

も
の

と
な

っ
て

い
る

等
当

該
地

域
、

の
実

情
に

鑑
み

当
該

地
域

の
復

興
に

資
す

る
よ

う
定

め
ら

れ
た

も
の

で
、

あ
る

こ
と

又
は

定
め

ら
れ

る
見

込
み

で
あ

る
こ

と
。

３
こ

の
ほ

か
機

構
が

大
規

模
な

災
害

を
受

け
た

地
域

の
事

業
者

に
対

す
．

、

る
支

援
の

実
施

に
係

る
再

生
支

援
決

定
及

び
当

該
決

定
に

係
る

買
取

決
定

特
定

支
援

決
定

及
び

当
該

決
定

に
係

る
買

取
決

定
特

定
専

門
家

派
遣

、
、

決
定

特
定

組
合

出
資

決
定

並
び

に
特

定
経

営
管

理
決

定
を

行
う

に
当

た
、

っ
て

は
当

該
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

Ⅰ
か

ら
Ⅶ

ま
で

の
基

準
に

、
、

．
．

つ
い

て
は

弾
力

的
に

解
す

る
こ

と
と

し
て

差
し

支
え

な
い

も
の

と
し

、
、

機
構

が
大

規
模

な
災

害
を

受
け

た
地

域
の

事
業

者
に

対
す

る
支

援
の

実
施

に
係

る
再

生
支

援
決

定
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

Ⅰ
１

⑵
①

の
規

定
、

．
．

は
適

用
し

な
い

も
の

と
す

る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
九
月
十
一
日

）
か
ら
施
行
す
る
。


